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再 申 入 書

拝啓時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げま九

早速ではございますが当法人か ら再度送付 した令和 2年 4月 10日 付の申入

書に対 して、先般、貴社 より御回答 (令和 2年 5月 11日 付回答書)を頂きま

した。

当法人からの申 し入れに対 し、貴社から令和 2年 3月 14日 及び令和 2年 5

月 11日 の三度にわた り「回答書」をいただいた内容 としては、①な りすま し

の防止のため電話方法での解約に限定 している。②限定は しているが運用で個

別に事情を聞いて解約に応 じているとい う趣 旨の内容で したので、当法人 とし

ても検討 させていただいてお りま した。

しか しなが ら、貴社のご主張され るようなな りすま し防止は契約の解約を電

話方法に限定 している規約等をホームページに残 してお く理由にはな りません。

このまま放置 されて しまいます と、実際に行つている扱いと規約等の内容に

乖離が生 じることにより消費者は困惑 して しまいます。

そもそも、今般指摘 させていただいている 「解約 (解除)の条件」とい うの

は消費者契約法上、契約締結上において重要事項に該当する重要な箇所 とな り、

内容に不実の記載があれば取消しの対象 ともなる事項です。

事業者である貴社が消費者契約の締結について勧誘す るに際 し、消費者に対

し、「契約解約 (解除)に関する事項」 とい う重要事項について、「電話がつな



が りにくい」ため電話方法による解約 (解除)ができる状況でないにもかかわ

らず、「電話方法のみ解約に応 じるJと 実際には解約することが困難である実態

を知 りながら放置することで、事実と異なることを告げたことにより、消費者

が当該告げられた内容が事実であるとの誤認を し、それによって当該消費者契

約の申込み又はその承諾に意思表示をしていることにもな ります。

今回指摘 してお ります箇所は、契約の前提 としての契約条項 として契約 をす

るかどうかの判断に重大な影響が出る箇所でもありますことか ら慎重な対応が

望まれます。

運用で対応 していただいているのであれば、実態に即 した規約等を明示すべ

きと考えます。再度のご検討を強 く要望いた します。

当法人 といた しま しては、貴社が今回の申し入れに応 じ規約等の改定を適切

に対応 していただくことを切に願いますが、貴社が申し入れに応 じていただけ

ないのであれば、誠 に残念ですが当法人は適格消費者団体 として,規約等の改

定がなされていない以上規約等に問題があると判断 し、規約等の利用の差止め

を求める訴訟 (消費者契約法第 12条)を貴社に対 し提訴することを検討いた

しますので、悪 しからず ご承知おき下さい。
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